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原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び
規制の関与のあり方における事業者の活動結果について

（2025年度実績）

2 0 2 6 年 6 月 9 日

一般社団法人 原子力エネルギー協議会
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（概 要）

➢ 2022年2月9日の原子力規制委員会にて、「原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び規制の関与のあり方の検
討の進め方」が了承され、「原子力事業者の緊急時対応に係る訓練及び規制の関与のあり方に係る意見交換」（以後、
訓練のあり方検討という。）における検討を開始。

➢ 2023年度までで活動が一段落したことから、事業者側の活動成果を「原子力事業者の緊急時対応能力維持・向上へ
向けた取り組み」として整理し、各社ＨＰ及び電事連ＨＰで公開。

➢ その後、「第13回訓練のあり方検討会合（2025年6月3日）」で、2024年度活動実績、訓練評価指標等への改善
提案及び継続的な意見交換を行っていくことを説明。

＜2025年度活動内容（概要）＞ 

（1）訓練のあり方検討の成果及び事業者の取り組みを踏まえ、緊急時対応能力の維持・向上に努めていくこととし、継
続的な対応を行っていく。

（2）ATENAガイドライン「緊急時対応に係る中期計画作成・運用要領」について、各社の中期計画の策定時や運用に
より得られた気づきの反映等による改善を検討していく。

（3）訓練のあり方検討の成果を恒久的な仕組みとして位置付けるために「原子力発電所の緊急時対策指針（JEAG
4102）」への反映について、継続して検討していく。

（4）「訓練のあり方検討」は、事業者と規制庁との間で、訓練内容や評価の運用をより良いものにするための活動として
有用であると認識していることから、今後も本活動を有意義かつ持続可能なものとしていくため継続的な意見交換
を行っていく。

◆ 意見交換テーマ

①第13回訓練のあり方検討「今後の緊急時対応能力の実効性の向上に係る規制庁からの提案」のうち、 
各事業者共通事項に関する検討
✓ 「多様なシナリオによる訓練の実施に関する提案」の対応

②現状のレベルを維持しつつ、可能な限りの訓練運用（計画、評価の手続き等）効率化策の検討
✓ 訓練評価指標に基づく評価取りまとめ時（A3資料作成）に各社共通の記載方法やエビデンス整理

方法を極力合わせることによる効率化

③訓練評価指標に関する運用や解釈に係る改善の検討
✓ 「適度な難度」解釈の明確化等、解釈し難い表現やわかりづらい内容の是正

1．2025年度活動状況 1
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21．2025年度活動状況

対応項目 対応内容（主担当） 活動状況

１．中期計画に基づく訓練

継 続

改 善

（関 西） ⚫ 中期計画作成・運用要領の改定等

・各社は、ATENAガイド「緊急時対応に係る中期計画作成・運用要領」に基
づく中期計画を制定し、新たな中期計画に基づく訓練を実施中。
・中期計画の管理、運用を通じて出された各社意見を踏まえ、ATENAガイド

を改定（2026年4月21日）し、ATENA HPで公表。（3ページ参照）

２．意思決定及び現場実動等の評価 (東電HD) ⚫ 評価チェックシートの修正、管理                 

・各社の訓練で訓練評価指標を運用した結果を踏まえて、指標9-1「EAL判
断」の基準の見直しやチェックシートの一部記載の適正化等を実施し、各社に
て使用。

・使用状況を踏まえ、各社へ意見照会を行い、コメントを踏まえた見直し版を
作成済。（4ページ参照）

３． 原子力事業者間ﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰ及び

第三者によるﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰ

（中 部）

⚫ 外部レビューワＤＢ管理 ・訓練経験共有ＷＧで継続対応中。

⚫ ＪＡＮＳＩとの調整（評価対象プラント）

・2025年度は、玄海（12/5）・志賀（1/23）の訓練を評価対象プラント
として選定し、計画通り実施済。

・2026年度は、女川及び伊方を選定済。

継 続

対 応
⚫ 海外レビューワ等の検討

・海外有識者によるレビューの実現について、米国の有識者及び仏国の有識
者とオンラインミーティングを実施。
・米国・仏国ともに以下の意見であった。（5ページ参照）

✓ レビューは有効と考えるものの、法制度や言語の相違等の課題有り
✓ 相互の訓練のベンチマークレベルからの開始が適当

継 続

改 善
（北 陸）

⚫ ピアレビュー計画を含む訓練評価計画の作成

✓ピアレビューの調整
被評価発電所、評価ﾁｰﾑ、模擬ERC対応者等

✓評価担当箇所の調整
規制庁、ピアレビュー、自己評価の対象

・2025年度は、４発電所（大飯・東海第二・泊・志賀）の訓練を対象にピア
レビューを実施。
・規制庁から提示された「令和8年度事業者防災訓練の実施について」を踏ま

えた2026年度訓練ピアレビュー計画を作成済。（6ページ参照）

４．規制庁「多様なシナリオによる訓練

  の実施に関する提案」対応

意 見

交 換

テーマ

（東 北）
⚫ 炉心損傷後の放射性物質の放出時点や原子

炉施設を安定状態に導く段階の対応や情報
共有に関する訓練内容、実施方法等の整理

・訓練の基本的な対応内容等および今後の進め方を整理。
（7、8ページ参照）

５．現状のレベルを維持しつつ、可能な

  限りの訓練運用効率化策の検討
（原 電）

⚫ 訓練評価指標に基づく評価取りまとめ時の  
整理方法の検討

・訓練評価指標に基づく自己評価資料・エビデンス資料について、標準様式案
を作成し、2026年度訓練から試運用予定。（9～11ページ参照）

６．訓練評価指標に関する運用や解釈

 に係る改善の検討
（九 州）

⚫ 解釈し難い表現やわかりづらい内容の是正等
（事業者間ピアレビュー実施結果からの気付
 き等の反映を含む）

・解釈し難い表現やわかりづらい内容の是正等に係る改善提案を作成。
（12～22ページ参照）
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【改定の経緯】

（1）中期計画作成・運用要領の改定等 3

○訓練のあり方検討での意見交換や試行を通じて確
認された留意点等を踏まえ、「緊急時対応に係る
中期計画作成・運用要領」をATENAガイド文書と
して、2024年9月に制定した。

○本要領は、事業者間での協議により、目的に即し
た要領となるよう継続的に改善していく位置づけとし
ており、本要領を踏まえた中期計画の作成過程や
運用における気づきを踏まえた反映を行うもの。

【主な改定内容】

○本要領の骨子にかかる内容はなく、中期計画の作成・運用において、より柔軟な対応が可能となるよう見直すもの。
 主な改定内容は以下のとおり。

➢ 訓練方法を記載する箇所に関する記載例追加
各年度の訓練計画を策定する際は、訓練方法を記載することとしているが、訓練名称等（・・・訓練、総合訓練
、要素訓練）で記載することにより、取組事項に対する具体的訓練が識別し易いという気づきを踏まえ、柔軟な
記載に対応できるよう記載例を追加。

➢ 活動項目抽出作業時に関する整理方法の見直し
防災業務計画から抽出した活動項目に関連する組織（発電所や本店等）を記載する際は、活動主体となる
組織が複数ある場合に、整理表でその旨が分かるよう記載方法を見直す。

➢ その他、記載の明確化や適正化

【改定日】

○2026年4月21日

A T E N Aガイド文書

Ｐ：訓練のあり方検討を
通じて作成 Ｄ：各社運用

Ｃ：事業者間での協議により
改定内容の抽出

A：ガイド文書の改定

中期計画作成・運用要領の改定フロー
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【意思決定及び現場実動などの緊急時対応能力を評価する新規訓練評価指標による評価】

（2）評価チェックシートの修正、管理

「訓練評価指標８及び９」について振り返りを行い、指標の変更の必要性について、各事業者へのアンケ
ートにより確認した。
アンケート内容：
・今年度についてもアンケートを行うことで、PDCAを回すこととする。
・運用がある程度定着したこともあり、今回実施するアンケートは前回よりも質問を簡略化し、今年度の  
使用状況を踏まえた指標やチェックシートへの提案の有無について確認した。
※今回、アンケート対象とした指標は次の通り。
①「指標8-2 現場対応」、②「指標8-3 臨機な対応」、③「指標9-1 EAL判断」、④「指標9-2 人身・放射線安全」
、⑤「指標9-3 復旧戦略の決定」、⑥ 「指標9-4 臨機な対応」

＜指標の妥当性＞
指標に関して、提案なし。

＜チェックシート＞
「指標8-2 現場対応」、「指標9-2 人身・放射線安全」で使用する「チェックシート」について、より使い易く
するための「記載の適正化」に関する要望はいくつかあったが、やり方自体は問題なし。
上記に加えて、「指標9-2 人身・放射線安全」のチェックシートについて、「安定よう素剤の指示」に関する
内容が無いことから項目を追記。

→チェックシートのバージョンアップを事業者内で実施

概 要

アンケート結果

4
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（3）海外レビューワ等の検討 5

海外訓練関係者との意見交換

➢ 2025年11月・12月、アメリカおよびフランスの訓練関係者と、海外事業者（日本）の防災訓練を
レビューすることについての意見交換を実施。

➢ 両国とも、良好・気づき等の新たな知見が得られ有効と考えられるとの認識を持っており、否定的な
意見は特段示されなかった。

➢ その一方、法制度・規制体系・評価基準・言語の相違、契約の実務手続き等の解決すべき課題も
大きい事を確認した。

➢ アメリカ・フランスとも、海外の事業者の防災訓練をレビューした経験は、ほとんど無い事を確認した。

➢ お互いの訓練の視察や情報交換から始めていくことが適切であることを共通認識とした。

➢ JANSI等と連携し、海外事業者の訓練視察等の取り組みを継続していく。

当面の方向性

（参考）意見交換実績

日時 意見交換相手 テーマ

アメリカ 2025.11.13 米国原子力発電所の元EPマネージャ  他１名 •防災訓練の頻度、評価項目、
評価スキーム

•海外事業者（日本）の訓練レビューフランス 2025.12.8 OAKRIDGE社 代表（原子力エンジニア）  他１名
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事業者 発電所
実 績 計画（2026年４月時点）

’23
評価

評価チーム ERC
’24
評価

評価チーム ERC
’25
評価

評価チーム ERC
’26
評価

評価チーム ERC

関 西

高浜 規制庁 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班ピ ア四国 ,北陸 ,電発
事 業 者
模 擬

大飯 自 己 － 規 制 庁自 己 －
事 業 者
模 擬

ピ ア九州 ,北陸 ,原電
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班

美浜 ピ ア四国 ,中国 ,原電
事 業 者
模  擬

規 制 庁
－

同一地域同時被災
プラント班自 己 －

事 業 者
模 擬

自 己
－

同一地域同時被災①
プラント班

九 州
川内 ピ ア北海道,東京,中部

事 業 者
模    擬

自 己 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班

玄海 規制庁 － プラント班ピ ア北海道,中国,中部
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

東 電
H D

柏崎刈羽 規制庁 － プラント班ピ ア九州 ,北陸 ,原電
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班自 己 － プラント班

福島第一
福島第二

ピ ア九州 ,東北 ,電発
事 業 者
模  擬

自 己 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班

東 北
女川 規制庁 － プラント班ピ ア関西 ,東京 ,電発

事 業 者
模 擬

自 己
－

同一地域同時被災
プラント班

自 己 －
事 業 者
模 擬

東通 ピ ア関 西 , 北 陸
事 業 者
模    擬

規 制 庁 － プラント班自 己 自 己
－

同一地域同時被災②
プラント班

日 本
原 電

東海第二 規制庁 － プラント班規 制 庁
－

同一地域同時被災
プラント班ピ ア

四国 ,東北 ,中部
同一地域同時被災

プラント班自 己
－

同一地域同時被災③
プラント班

敦賀 規制庁 － プラント班ピ ア四 国 , 東 北
事 業 者
模 擬

自 己
－

同一地域同時被災
プラント班自 己

－
同一地域同時被災①

プラント班

北海道 泊 自 己 －
事 業 者
模  擬

自 己 － プラント班ピ ア関西 ,東京 ,電発
事 業 者
模 擬

自 己 －
事 業 者
模 擬

中 部 浜岡 規制庁 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班ピ ア九 州 , 東 京
事 業 者
模 擬

北 陸 志賀 自 己 － 規 制 庁規 制 庁 － プラント班ピ ア北 海 道 , 中 国
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班

中 国 島根 規制庁 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

自 己 － プラント班ピ ア北海道,東北,原電
事 業 者
模 擬

四 国 伊方 自 己 －
事 業 者
模    擬

規 制 庁 － プラント班自 己 －
事 業 者
模 擬

ピ ア関西 ,中国 ,中部
事 業 者
模 擬

6（4）ピアレビュー計画を含む訓練評価計画の作成

●2026年度の事業者間ピアレビューは，「令和7年度原子力事業者防災訓練の評価の進め方」および「令和８年度の
事業者防災訓練の実施について 基本的な考え方」を踏まえ、以下のとおりとする。
・ﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰ対象 ：4発電所（高浜，浜岡，島根，伊方）
・ＥＲＣﾌﾟﾗﾝﾄ班：規制庁9発電所（大飯，美浜，川内，柏崎刈羽，福島第一・福島第二，東通，東海第二，敦賀，志賀）

                 事業者7発電所（高浜，玄海，女川，泊，浜岡，島根，伊方）
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◼ 今後の進め方について
⚫規制庁提案
①炉心損傷後の放射性物質の放出時点や②原子炉施設を安定状態に導く段階の対応や情報共有についても課題を洗い出すた
めに多様なシナリオの一環として採用することについて検討いただきたい。

⚫事業者対応方針
以下の理由により、まずは「①炉心損傷後の放射性物質の放出時点」について先行して実施することとしたい。
・②の実施内容は①の延長線上であり、①をベースに検討されるものが多いため
・②のERCとの情報共有（屋内退避解除判断に係る情報）に関し、屋内退避の解除判断に係る原子力施設の状態に関する要件
について規制庁-事業者間で検討中であるため

⚫訓練実施パッケージ
    以下の整理により、発電所ー本店（＋ERC）間での実施（広報対応、住民避難支援を必須としない）としたい。

⚫訓練の実施方法
➢2026年度   ：試行（机上訓練を含む）（BWR、PWR各1社程度）
➢2027年度以降：各社実施（訓練方法は試行を踏まえて各社で判断）

実施内容 実施可否

発 電 所
対応手順の確認 ○

通報連絡（25条報告（放出量評価）） ○

本 店

発電所との情報連携

ERCとの情報共有（対応手順、放出に係る情報）

○

ただし、事業者防災訓練と比較して情報共有する内容が限られるた

め、サブイベントを充実させないと間延びすることが想定される。

広報対応（ベントに係る情報発信、プレス）

住民避難支援（派遣判断、要員派遣）

△

事前に社内で整理するとともに事業者内で実施可能な範囲で取り

組む。

社外連携 OFC（住民避難の状況、現場作業(モニタリング）管理等）

×

広報や住民避難支援の対応は、ERCオフサイト班、OFC各機能班、

自治体本部など、複数箇所と連携のうえ、対応を行っていくものであ

り、訓練設計面や訓練コントローラによる訓練統制が困難であると考

えるが、実施可能な内容を今後検討していく。

7（5）炉心損傷後の放射性物質の放出時点や原子炉施設を安定状態に導く
段階の対応や情報共有に関する訓練内容、実施方法等の整理
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対応場所 ①炉心損傷後の放射性物質の放出時点 ②原子炉施設を安定状態に導く段階

発

電

所

B W R

対応手順の確認

• パラメータ監視（PCV圧力、D/W温度、S/C水位等）
• PCVベント準備判断、実施判断（外部注水制限）
• 格納容器スプレイ実施
• 要員の安全確保（緊対所、MCR待避所への一時退避）
• MCR待避所及び緊対所加圧
• 放射性物質拡散抑制（シルトフェンス、建屋放水）

通報連絡
• 25条報告（放出量評価）

対応手順の確認
• パラメータ監視（モニタリングポスト等）
• フィルタベント機能維持
• ベント閉止
• 放射性物質拡散抑制（シルトフェンス、建屋放水）
• 中長期対応（要員、資機材確保）

  通報連絡
• 25条報告（放出量評価）

P W R

対応手順の確認
• パラメータ監視（CV圧力、CV温度、CV水位）
• フィルタベント準備判断、実施判断
• 格納容器スプレイ実施
• 要員の安全確保（緊対所等への一時退避）
• ECR及び緊対所加圧
• 放射性物質拡散抑制（シルトフェンス、放水砲）

通報連絡
• 25条報告（放出量評価）

対応手順の確認
• パラメータ監視（CV圧力、モニタリングポスト等）
• フィルタベント機能維持
• ベント閉止
• 放射性物質拡散抑制（シルトフェンス、放水砲）
• 中長期対応（要員、資機材確保）

通報連絡
• 25条報告（放出量評価）

本

店

B W R
P W R
共 通

発電所との情報連携

ERCとの情報共有（対応手順、放出に係る情報等）

広報対応（ベントに係る情報発信、プレス）

住民避難支援（派遣判断、要員派遣）

  社外連携

  OFC（住民避難の状況、現場作業(モニタリング）管理等）

発電所との情報連携

ERCとの情報共有（屋内退避解除判断に係る情報等）

広報対応（事故後の収束に係る情報発信、プレス）

  社外連携

  OFC（モニタリング状況）

◼ 実施すべき内容の整理（例） （概要）

8（5）炉心損傷後の放射性物質の放出時点や原子炉施設を安定状態に導く
段階の対応や情報共有に関する訓練内容、実施方法等の整理
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9（6）訓練評価指標に基づく評価取りまとめ時の整理方法の検討

○訓練評価指標に対する自己評価及び自己評価のエビデンス資料の共通化（訓練運用の効率化）に向け、
各社にアンケートを実施し、一部の評価結果のうち、記載例やエビデンスの様式化を行った。

    「自己評価資料」、「ERC説明実績」、「ERC対応アンケートまとめ」及び「通報連絡実績」の標準様式を作成
し、今後の訓練において、各社で活用していく。

訓練評価
指 標 に
対 す る
自己評価
資 料
（記載例）

①自己評価結果 ②エビデンス

検討対象
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10（6）訓練評価指標に基づく評価取りまとめ時の整理方法の検討

指標番号 評価内容
訓練評価資料標準化にあたっての検討結果

①自己評価結果記入にあたっての改善事項（記載例の追加等） ②エビデンス資料の統一（様式化等）

指標1 緊急時対応組織の実効性向上に係る中期計画 特になし 不要

指標2 情報共有のための情報フロー 特になし 不要

指標
3

3-1
～

3-3
ERCプラント班との情報共有

・模擬ERC対応（ピアレビュー・自己評価）の場合はERCアンケート結
果も添付することを記載例に追記

・「ERC説明実績」の標準様式化
・模擬ERC対応の場合の「アンケートまとめ表」を標準様式化

3-4 要員の育成・配置
・訓練要員について、実発災を想定した配置である旨を記載例に追記
（ＥＲＣ対応ブースで活動する要員及びリエゾン要員の選出元等）

・エビデンス資料は不要、自己評価資料に直接記載

指標
4

4-1 プラント情報表示システムの使用

・模擬ERC対応（ピアレビュー・自己評価）の場合はERCアンケート結
果も添付することを記載例に追記

・「ERC説明実績」を標準様式化
・模擬ERC対応の場合の「アンケートまとめ表」を標準様式化

4-2 リエゾンの活動

4-3 COPの活用

4-4 ERC備付け資料の活用

指標5 確実な通報連絡の実施
・「ERC説明実績」を添付することを記載例に追記
（指標5③10条15条会議のエビデンスとしても活用するため）

・「ERC説明実績」を標準様式化
・「通報連絡の実績整理表」を標準様式化

指標6
前回までの訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施
計画等の策定

特になし 不要

指標7 シナリオの多様化・難度
・「基本シナリオ、能力向上のために設定したマルファンクション」とその実施
結果を添付することを記載例に追記

不要

指標
8

8-1 現場実動訓練の実施

特になし 不要8-2 現場対応

8-3 臨機な対応

指標
9

9-1 EAL判断

特になし 不要
9-2 人身・放射線安全

9-3 復旧戦略の決定

9-4 臨機な対応

指標
10

10-1 緊急時対応組織の実効性向上に係る年度計画

特になし 不要

10-2 緊急時対応組織の実動訓練

10-3
緊急時対応組織の実効性向上に係るより現実
的な実動を伴う訓練設定

10-4
緊急時対応組織の実効性向上に係る支援活動
の実施

指標11 広報活動 ・広報活動実績に係る資料を添付することを記載例に追記 不要

指標12 訓練結果の自己評価・分析 特になし 不要

備考

シナリオ非提示型訓練の実施状況

特になし

・エビデンス資料は不要、自己評価資料に直接記載

訓練統制

他事業者の改善に向けた取り組みへの協力

第三者（外部専門家）レビュー

訓練への視察など
・最低限の内容を記載することとし、以下の項目の実績の有無のみ記載
①他原子力事業者への視察、②自社訓練の視察受入れ、
③ピアレビュー等の受入、④他原子力事業者の現場実動訓練への視察
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11（6）訓練評価指標に基づく評価取りまとめ時の整理方法の検討

自己評価のエビデンス資料（標準様式化の例）

「ERC説明実績」 指標3、4、5（10/15条会議）

「ERC対応アンケートまとめ」 指標3、4（模擬ERC対応の場合）

「通報連絡実績」 指標5
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〇2025年度に各社の事業者防災訓練で運用した評価指標について、改善提案を以下のとおり検討した。

指標 現状の課題等 ご提案内容

指標1

本指標は、「訓練の中期計画及び年度計画が策定され、計画的に訓練に参加する組織の範囲、
目的及び実動訓練の内容等が選定されている」ことを確認する指標となっている。ATENAガイドラ
イン「緊急時対応に係る中期計画作成・運用要領」では訓練評価指標と中期計画作成スキーム
との関係性が整理されており、同ガイドラインに基づき中期計画を作成することで指標の要求を満
足できている。

・中期計画が適切に作成できていることを５週間前面談で
確認することを前提に、指標１を指標外として整理するこ
とを提案する。（13ページ参照）

指標7

2024年度までは、シナリオの多様化・難度の評価基準として、以下の補足説明が記載されてい
たが、2025年度からは当該記載が消去されている。

【補足説明】
①発災を想定する号機(複数、全号機)
②能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオか

・原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置として実施する事故対処の能力向上に資
する現場実動、プラント状態の把握を困難とする想定等、実効性を高める工夫が図られているか。

③ＥＡＬ判断(複数の異なるＥＡＬ番号) 
・原子力防災管理者の判断を要しないEAL（地震、津波など)は評価外。 

④場面設定等(５つ以上の付与) 
・時間､場所､同時発災、気象､体制､資機材､計器故障､人為的ミス､OFC対応､判断分岐､手順書
の応用その他の区分で確認。

・毎年全く同じ場面設定等とした場合、訓練プレーヤーが容易に予見可能であり、対応能力向上の幅を
広げること及び訓練の緊張感を維持することができないことから、多様化に努めているとは言えない。 

評価:すべてでＡ､３つ又は２つでＢ､他はＣ

・補足説明の内容を元に評価を行っている実情を踏まえ、
補足説明を再度記載することを提案する。（一部表現
を見直し）（14ページ参照）

指標10-1

これまでの評価において、事業者と規制庁の評価で、難易度に係る認識の差異があったことを踏ま
え、難易度に係る具体的な解釈等について整理する必要がある。

・難易度の考え方について、以下のとおり提案する。
✓判断要素を複数（8項目）設定
✓３項目以上該当すれば適度な難易度、３項目未満で
あれば容易な難易度（15～18ページ参照）

指標10-1
～

10-4

各指標のタイトルや内容が分かりづらい箇所がある。
例：指標10-2のタイトルが「緊急時対応組織の実動訓練」となっており、具体的な内容が分かり

づらい。

・各指標の内容がより分かりやすくなるように、指標10-1～
10-4のタイトルや内容の記載を一部見直すことを提案
する。（15、19～21ページ参照）

指標10、
11

複数の原子力事業所を有する事業者において、共通する訓練を一つの事業所で代表して行った
場合の評価基準や評価結果の記載方法等について整理が必要。

・以下のとおり整理することを提案する。
✓訓練を実施した原子力事業所に評価を記載
✓他の原子力事業所の評価欄には「－」、対応状況に
「●●発電所で実施」した旨を記載

（15、19～22ページ参照）

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案） 12
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指標１：緊急時対応組織の実効性向上に係る中期計画

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案） 13

〇指標１の必要性について

・訓練評価指標は、「訓練の中期計画及び年度
計画が策定され、計画的に訓練に参加する組織
の範囲、目的及び実動訓練の内容等が選定さ
れている」ことを確認するものであるが、他の評価
指標と異なり、基準（Ａ，Ｂ，Ｃ）が設定され
ておらず、中期計画が適正に作成されることを確
認する指標であると考える。
・ATENAガイドライン「緊急時対応に係る中期計
画作成・運用要領」に、訓練評価指標と中期計
画作成スキームとの関係性を整理しており、同要
領に基づき作成することで、訓練評価指標を満
足した適切な中期計画が作成できている。

以上のことから、中期計画が適切に作成できてい
ることの確認を「訓練評価指標」から「原子力事業
者防災訓練の評価の進め方」の項目へ移行させ、
毎年の５週間前面談の確認事項とすることが望ま
しいと考える。

「緊急時対応に係る中期計画作成・運用要領」
（2026年4月 ATENA）
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項目 指標 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

シナリオの   
多様化・難度

難度が高く多様
なシナリオに取り
組んでいた

適度なシナリオで
あり、シナリオの多
様化に努めてい
た

平易なシナリオで
あった又はシナリ
オに対する評価
が適切に実施さ
れていない

対応能力向上の幅を広げること及び訓練の緊張感維持のため、訓練プレーヤーへ難度の高い課題
を与えているか、シナリオの多様化に努めているかを確認する。
事業所の号機数と重大事故等を想定する号機数、ＥＡＬ判断状況（数や密度）、発生事象の
深刻度、発災原因（自然災害、機器故障など）、プラント状態、場面設定（時間、場所、同一地
域における複数事業所同時発災、気象、防災要員の体制、資機材の状態、計器の故障に関するマ
ルファンクション、人為的なミスに関するマルファンクション、オフサイトセンターを想定した要員派遣と支
援要請等への対応などプラント以外の状態）、これら要因の複数組み合わせ、シナリオ上の判断分
岐（マルチエンディング方式を含む。）となるポイント臨機応変な手順書の応用などから、シナリオの多
様化・難度の取り組みについて総合的に確認する。
訓練後に、シナリオ（訓練のねらい）に対するプレーヤー活動の評価（訓練のねらい自体の適切性
を含む。）が適切に実施されていることを確認する。評価が行われていなければ、シナリオの多様化・
難度に対する見直しができないことを意味するため、Ｃ評価となる。

■「シナリオ上の判断分岐」の考え方
（略）

【変更案】

シナリオの   
多様化・難度

難度が高く多様
なシナリオに取り
組んでいた

適度なシナリオで
あり、シナリオの多
様化に努めてい
た

平易なシナリオで
あった又はシナリ
オに対する評価
が適切に実施さ
れていない

現状の記載のまま
これに加え、以下の補足説明を追記

【補足説明】
①発災を想定する号機(複数、全号機)
②能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオか
・原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う応急措置として実施する事故対処の能力向上に
資する現場実動、プラント状態の把握を困難とする想定等、実効性を高める工夫が図られているか 
③ＥＡＬ判断(複数のＥＡＬ) 
・原子力防災管理者の判断を要しないEAL（地震、津波など)は評価外 
④場面設定等(５つ以上の付与) 
・時間､場所､同時発災、気象､体制､資機材､計器故障､人為的ミス､OFC対応､判断分岐､手順
書の応用その他の区分で確認
・毎年全く同じ場面設定等とした場合、訓練プレーヤーが容易に予見可能であり、対応能力向上の
幅を広げること及び訓練の緊張感を維持することができないことから、多様化に努めているとは言えない。 

評価:すべてでＡ､３つ又は２つでＢ､他はＣ

指標７：シナリオの多様化・難度

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案） 14
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指標１０－１：緊急時対応組織の実動訓練計画
項目 指標 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

緊急時対応組織
の実効性向上に
係る年度計画
①目標設定
②達成基準
③継続的改善

（効果的な向上）
緊急時対応組織の実効
性の向上の観点から、年
度計画について、以下の
項目を全て満足する。
①適度な難易度で設定
された中期計画の目標
に基づき、年度の目標が
適切に設定されている。
②年度の目標に対する
達成基準が具体的、か
つ明確に設定されている。
③継続的改善に係る仕
組みが効果的に機能し
ている。

（限定的な向上）
緊急時対応組織の実効性
の向上の観点から、年度計
画について、以下の項目が
１つ以上ある。
①容易な難易度で設定さ
れた中期計画の目標に基
づき、年度の目標が設定さ
れている。
②年度の目標に対する達
成基準の一部が具体的で
ない、あるいは、不明確であ
る。
③継続的改善に係る仕組
みが十分に機能してない。

（Ａ，Ｂ以外）
緊急時対応組織の
実効性の維持が目
標となっている等。

年度計画は、中期計画に基づき、訓練に参加する緊急時対応組織の範囲、目
標、実動訓練の内容等が選定されていることについて、例えば以下を確認する。
・中期計画に基づき、緊急時対応組織の能力の維持及び能力の向上に資する目
標が設定されているか（①目標設定に係る確認）。
・上記目標の達成基準が具体的に設定されているか確認する（②達成基準に係
る確認）。
・継続的改善に係る仕組みについて、社外の組織からの意見や提言の活用など、
改善の余地がないか（③継続的改善に係る確認）。

また、毎年度全ての緊急時対応組織の実動訓練が実施できない場合は、中期
計画において、各緊急時対応組織の重要性等を考慮して適切に実施頻度が設
定されていることを確認する。

【変更案】
緊急時対応組織
の実動訓練計画
①目標設定
②達成基準
③継続的改善

（効果的な向上）
緊急時対応組織の実効
性の向上の観点から、年
度計画について、以下の
項目を全て満足する。
①適度な難易度で設定
された中期計画の目標
に基づき、年度の目標が
適切に設定されている。
②年度の目標に対する
達成基準が具体的、か
つ明確に設定されている。
③継続的改善に係る仕
組みが効果的に機能し
ている。

（限定的な向上）
緊急時対応組織の実効性
の向上の観点から、年度計
画について、以下の項目が
１つ以上ある。
①容易な難易度で設定さ
れた中期計画の目標に基
づき、年度の目標が設定さ
れている。
②年度の目標に対する達
成基準の一部が具体的で
ない、あるいは、不明確であ
る。
③継続的改善に係る仕組
みが十分に機能していない。

（Ａ，Ｂ以外）
緊急時対応組織の
実効性の維持が目
標となっている等。

緊急時対応組織の実動訓練計画は、中期計画に基づき、目標、実動訓練の
内容等が選定されていることについて、例えば以下を確認する。
（中略）
また、毎年度全ての緊急時対応組織の実動訓練が実施できない場合は、中期
計画において、各緊急時対応組織の重要性等を考慮して適切に実施頻度が設
定されていることを確認する。
【緊急時対応組織の実動訓練の例】
①原子力事業所災害対策支援拠点での緊急時対応組織との連携に係る自社
の活動
②緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）での緊急時対応組織
との連携に係る自社の活動
③他の原子力事業所（自社の原子力事業所を含む。）との連携に係る自社の活動
④原子力緊急事態支援組織との連携に係る自社の活動
⑤実動省庁（防衛省・自衛隊、警察、消防）との連携に係る自社の活動
⑥その他、必要な社内外組織との連携に係る自社の活動
【難易度について】
以下の判定要素のうち、3つ以上該当すれば適度な難易度であるとする。
○判断分岐、○設備・資機材、○活動環境、○時間、○体制、
○他機関との連携内容、○マルファンクション、〇経験

また、複数の原子力事業所を有する事業者であって、すべての原子力事業所に
共通する訓練を実施する場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に
含めることも可能とし、その場合は訓練を実施した原子力事業所のみに評価を記
載し、他の原子力事業所の評価欄には「－」、対応状況に「●●発電所で実施」
した旨を記載する。

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案） 15

指標10-2
から移動
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２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案） 16

判定要素 非該当 該当

①判断分岐 手順どおり実施で判断不要 代替手段の選択がある

②設備・資機材 健全（異常なし） 災害対策使用設備・通信連絡設備が故障

③活動環境 通常 負荷条件あり（放射線影響・気象・作業環境等）

④時間 制限なし／緩い 制限あり

⑤体制 通常の体制 制限のある体制（例；人数制限等）

⑥他機関との連携内容 単純
（例：定例的な内容のやり取り等）

複雑
（例：１つの機関との定例以外の内容を含むやり取り等）

⑦マルファンクション※ 判断・行動を迷わせるマルファンクションがない 判断・行動を迷わせるマルファンクションがある

⑧経験 経験あり 経験なし

【難易度について（案）】
 判定要素を複数設定し、該当数で難易度を判断
⚫８つの判定要素のうち、「該当」が２つ以下であれば「容易な難易度」
⚫８つの判定要素のうち、「該当」が３つ以上であれば「適度な難易度」

※⑦マルファンクションは、他の判定要素と重複がない場合のみカウントすることとする

指標１０－１：緊急時対応組織の実動訓練計画

【難易度の考え方に関する検討】
2025年度の指標10訓練に係る各社面談における難易度に係る議論の状況等を踏まえ、指標10訓練に係る計画
や目標を達成する上で適切な難易度を設定するための判定要素や判定基準について整理。
⚫難易度に係る判定要素の抽出
⚫抽出した判定要素を踏まえ、難易度に係る判定基準を事業者内で議論し設定
⚫設定した判定基準により、各社の指標10訓練における難易度を検証
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２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

【2025年度指標10訓練（緊急時対応組織との実動訓練の難易度）の難易度に係る面談状況】
指標１０－１：緊急時対応組織の実動訓練計画

17

事業者 発電所 連携先 主な訓練内容 自己評価

北 海 道 泊 公設消防 消火活動連携（厳冬期・ブラインド形式） 適度⇒容易

東 北 東通/女川 ヘリ会社・地方整備局 OFC役員派遣の空路確保 容易

東 電 H D

福島第一 公設消防 放射線量上昇下の消火 容易

福島第二 公設消防 複合事故下の消火戦術 適度

柏崎刈羽 ヘリ会社 資機材航空輸送（時間制限） 適度

北 陸 志賀 公設消防 傷病者救助・搬送 適度

中 部 浜岡 美浜支援センター 情報連携・無線重機によるがれき撤去 適度

関 西 美浜/大飯/高浜 美浜支援センター 支援拠点での情報連携 適度

中 国 島根 自治体 通報・問い合わせ対応 適度

四 国 伊方 JANSI/WANO 本部運営・問い合わせ対応 適度

九 州
玄海 海上保安庁 資機材及び応援要員の海上輸送（初実施） 容易

川内 公設消防 消火＋重大事故の重畳 適度⇒容易

日 本 原 電
東海第二 自治体 自治体リエゾン 容易

敦賀 JAEA ①情報共有②火災対応 適度⇒容易

（参考）「適度」となった要素
① 判断分岐が複数（意思判断・戦術判断の必要性）
② 時間的制約（制限時間、判断猶予の低さ）
③ 外的負荷（気象・放射線・設備故障など）

（参考）「容易」となった主な例
① 初めての対応を理由としている
② 手順通りの確認に留まる
③ 変動要素が少ない（風向固定、放射線影響限定など）
④ マルファンクションが行動を揺さぶらない

昨年度訓練の面談時にいただいたコメント例
・状況が重畳しているものの、内容自体は基本的な事項であった。
・時間的制約、放射線防護装備の着用、不測の事態への対応を具体的に記載してほしい。
・判断点を明確化してほしい。
・訓練連携先との「馴れ合い」の懸念があるので、訓練結果を見て判断したい。
・初めての対応だけでは「適度」な難易度とは言えない。
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指標１０－１：緊急時対応組織の実動訓練計画

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

今回事業者で設定した判定基準に基づき、2025年度の各社指標10訓練の難易度を検証した結果、多くのケースで
自己評価と整合した結果となった。

事業所名 自己評価 検証結果

判定基準(案)による該当要素

①
判 断
分 岐

②
設 備
資 機 材

③
活 動
環 境

④

時 間

⑤

体 制

⑥
複雑な他機関
との連携内容

⑦
マルファンク
シ ョ ン

⑧

経 験

泊 適度→容易 適度 〇 〇 〇 〇

東通/女川 容易 容易 〇

福島第一 容易 適度 〇 〇 〇 〇

福島第二 適度 適度 〇 〇 〇 〇

柏崎刈羽 適度 適度 〇 〇 〇 〇

志賀 適度 適度 〇 〇 〇

浜岡 適度 適度 〇 〇 〇 〇 〇

美浜/高浜/大飯 適度 適度 〇 〇 〇 〇 〇

島根 適度 適度 〇 〇 〇

伊方 適度 適度 〇 〇 〇

玄海 容易 容易 〇

川内 適度→容易 容易 〇 〇

東海第二 容易 容易 〇 〇

敦賀 適度→容易 容易 〇

凡例 〇：該当

18
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２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

指標１０－2：緊急時対応組織の実動訓練の訓練範囲
項目 指標 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

緊急時対応組織の
実動訓練

（フル実動訓練）
中期計画に基づく当
該年度計画で実動
とした緊急時対応組
織の全てが実動する
計画である。

（一部実動訓練）
中期計画に基づく当
該年度計画で実動
とした緊急時対応組
織のうち一部が実動
する計画である。

（Ａ，Ｂ以外）
緊急時対応組織の
実動訓練を実施しな
い計画など。

中期計画に基づき、実動訓練の参加組織あるいは参加者は、実発災時の活動を想定
し、広範囲かつ適切に設定されているか確認する。

「広範囲かつ適切に」とは、緊急時対応組織について、中期計画及び年度計画で設
定した目標のため、必要な組織が選定され、各組織の参加する範囲及び活動内容が
設定されていることをいう。
「全てが実動する計画である」の確認に当たり、社外組織については、この限りではない。
【緊急時対応組織の実動訓練の例】
①原子力事業所災害対策支援拠点における自社の活動
②緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）における自社の活動
③他の原子力事業所（自社の原子力事業所を含む。）との連携に係る自社の活動
④原子力緊急事態支援組織との連携に係る自社の活動
⑤実動省庁（防衛省・自衛隊、警察、消防）との連携に係る自社の活動
⑥その他、必要な社内外組織との連携に係る自社の活動

実動訓練は、実発災時の活動を想定し、訓練に参加する組織及び参加者とその規模、
模擬とする部分等が適切に設定され、訓練全体として、現実性（リアリティー）が確保さ
れていることを確認する。なお、実動省庁との連携等、実発災時の活動の想定が困難な
ものについては、訓練シナリオ上の仮定が必要になることから、この限りではない。

【変更案】

緊急時対応組
織の実動訓練の
訓練範囲

（フル実動訓練）
中期計画に基づく当
該年度計画で実動
とした緊急時対応組
織の全てが実動する
計画である。

（一部実動訓練）
中期計画に基づく当
該年度計画で実動
とした緊急時対応組
織のうち一部が実動
する計画である。

（Ａ，Ｂ以外）
緊急時対応組織の
実動訓練を実施しな
い計画など。

緊急時対応組織の実動訓練計画は、中期計画及び緊急時対応組織の実動訓練計
画に基づき、実動訓練の参加組織あるいは参加者は、実発災時の活動を想定し、広範
囲かつ適切に設定されているか確認する。

「広範囲かつ適切に」とは、緊急時対応組織について、中期計画及び年度計画で設
定した目標のため、必要な組織が選定され、各組織の参加する範囲及び活動内容が
設定されていることをいう。
「全てが実動する計画である」の確認に当たり、社外組織については、この限りではない。

実動訓練は、実発災時の活動を想定し、訓練に参加する組織及び参加者とその規模、
模擬とする部分等が適切に設定され、訓練全体として、現実性（リアリティー）が確保さ
れていることを確認する。なお、実動省庁との連携等、実発災時の活動の想定が困難な
ものについては、訓練シナリオ上の仮定が必要になることから、この限りではない。

また、複数の原子力事業所を有する事業者であって、すべての原子力事業所に共通
する訓練を実施する場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に含めること
も可能とし、その場合は訓練を実施した原子力事業所のみに評価を記載し、他の原子
力事業所の評価欄には「－」、対応状況に「●●発電所で実施」した旨を記載する。

指標10-1へ移動

19
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２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

指標１０－3：緊急時対応組織の実動訓練の訓練設定

項目 指標 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

緊急時対応組織の
実効性向上に係る
より現実的な実動を
伴う訓練設定

（臨機応変な対応能
力の向上）
より現実的な実動を伴う
シナリオや状況設定と
なっており、緊急時対応
組織の活動の全てがシ
ナリオ非提示型訓練と
なっている。 

（型通りの対応能力の
維持）
より現実的な実動を伴う
シナリオや状況設定と
なっており、緊急時対応
組織の活動の全て又は
一部がシナリオ提示型訓
練となっている。

（Ａ，Ｂ以外）
当該年度の目標とは
関係ないシナリオが設
定されている等。

中期計画や年度計画に示された目標やねらいに応じ、発災規模を適切に設
定し、その範囲内での活動を想定した上で、より現実性が確保された実動を伴う
シナリオや状況が設定されているか確認する。
ここで、「現実的なシナリオ」には連携する組織間において、上位組織等の意思
決定プロセスも含むこととする。
ただし、時間的な制約などにより、現実的な連携シナリオが設定できない場合
は、部分的な実動訓練を要素訓練として、実施しても良い。

なお、シナリオを予見できる情報（発災前の施設運転状況、地震等の起因事
象等といった訓練の前提条件は含まない）が事前演習等も含め全く提示されて
いない場合をシナリオ非提示とする。

例えば、手順書、設備、要員等について、柔軟な活用を期待する状況設定や
現場等での指揮者の臨機応変な判断を伴うシナリオで、かつ、シナリオ非提示型
訓練の場合、「臨機応変な対応能力の向上」に該当する。

【変更案】

緊急時対応組織の
実動訓練の訓練設
定

（臨機応変な対応能
力の向上）
より現実的な実動を伴う
シナリオや状況設定と
なっており、緊急時対応
組織の活動の全てがシ
ナリオ非提示型訓練と
なっている。 

（型通りの対応能力の
維持）
より現実的な実動を伴う
シナリオや状況設定と
なっており、緊急時対応
組織の活動の全て又は
一部がシナリオ提示型訓
練となっている。

（Ａ，Ｂ以外）
当該年度の目標とは
関係ないシナリオが設
定されている等。

中期計画や年度計画に示された目標やねらいに応じ、発災規模を適切に設
定し、その範囲内での活動を想定した上で、より現実性が確保された実動を伴う
シナリオや状況が設定されているか確認する。
ここで、「現実的なシナリオ」には連携する組織間において、上位組織等の意思
決定プロセスも含むこととする。
ただし、時間的な制約などにより、現実的な連携シナリオが設定できない場合
は、部分的な実動訓練を要素訓練として、実施しても良い。

なお、シナリオを予見できる情報（発災前の施設運転状況、地震等の起因事
象等といった訓練の前提条件は含まない）が事前演習等も含め全く提示されて
いない場合をシナリオ非提示とする。

例えば、手順書、設備、要員等について、柔軟な活用を期待する状況設定や
現場等での指揮者の臨機応変な判断を伴うシナリオで、かつ、シナリオ非提示型
訓練の場合、「臨機応変な対応能力の向上」に該当する。

また、複数の原子力事業所を有する事業者であって、すべての原子力事業所
に共通する訓練を実施する場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対
象に含めることも可能とし、その場合は訓練を実施した原子力事業所のみに評
価を記載し、他の原子力事業所の評価欄には「－」、対応状況に「●●発電所
で実施」した旨を記載する。
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指標１０－４：緊急時対応組織の実効性向上に係る支援活動の実施

２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

項目 指標 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

緊急時対応組織の
実効性向上に係る
支援活動の実施

（すべて実施）
全て、当初の計
画通りに活動が
実施された。

（概ね実施）
概ね、当初の計
画通りに活動が
実施された。

（Ａ，Ｂ以外）
当初の計画通り
に活動が実施さ
れなかった。
・コントローラの介
入などにより、訓
練の中断を要する
場合等

訓練時に設定した発災規模の範囲で緊急時対応組織の活動を想定し、訓練が広範囲にわ
たる組織間において適切な連携の下、計画通りに実施されたか確認する。
・評価のため、行動内容（計画どおりに実施できたこと、できなかったこと及び新たに見つかった
問題）の記録がとられていることを確認する。

ここで、「適切な連携」とは、予め定められた指揮命令系統に基づき、組織内及び組織間が
予め定められた手順通りの対応が出来ることをいう。また、手順を超える対応については、期待
する行動や連携ができることをいう。

本指標については、事業者防災訓練（総合訓練）のみならず、要素訓練を含めることがで
きる。複数回の訓練が実施される場合の評価は、各訓練が年度計画に設定された目標の達
成基準を全て満たしていれば、「すべて実施」に該当する。したがって、指標１０－１の確認段
階において達成基準が、例えば定量的に設定されるなど明確に示されているか確認する。

【変更案】

緊急時対応組織の
実動訓練の実施

（すべて実施）
全て、当初の計
画通りに訓練が
実施された。

（概ね実施）
概ね、当初の計
画通りに訓練が
実施された。

（Ａ，Ｂ以外）
当初の計画通り
に訓練が実施さ
れなかった。
・コントローラの介
入などにより、訓
練の中断を要する
場合等

訓練時に設定した発災規模の範囲で緊急時対応組織の活動を想定し、訓練が広範囲にわ
たる組織間において適切な連携の下、計画通りに実施されたか確認する。
・評価のため、行動内容（計画どおりに実施できたこと、できなかったこと及び新たに見つかった
問題）の記録がとられていることを確認する。

ここで、「適切な連携」とは、予め定められた指揮命令系統に基づき、組織内及び組織間が
予め定められた手順通りの対応が出来ることをいう。また、手順を超える対応については、期待
する行動や連携ができることをいう。

本指標については、事業者防災訓練（総合訓練）のみならず、要素訓練を含めることがで
きる。複数回の訓練が実施される場合の評価は、各訓練が年度計画に設定された目標の達
成基準を全て満たしていれば、「すべて実施」に該当する。したがって、指標１０－１の確認段
階において達成基準が、例えば定量的に設定されるなど明確に示されているか確認する。

また、複数の原子力事業所を有する事業者であって、すべての原子力事業所に共通する訓
練を実施する場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に含めることも可能とし、そ
の場合は訓練を実施した原子力事業所のみに評価を記載し、他の原子力事業所の評価欄に
は「－」、対応状況に「●●発電所で実施」した旨を記載する。
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２．訓練評価指標等の運用結果（改善提案）

指標１１：広報活動

項目 A B C 評価対象の考え方など

【現状】

５つ該当 ４つ該当 ３つ以下 事故対策のための情報共有と対外広報活動のための情報共有を円滑に行うために、どの程度現実的
な状況を模擬しているか評価する。
なお、②の記者等とはテレビや新聞の記者のほか、メディアトレーニングの講師なども対象とする。⑤の情
報発信ツールについては、模擬ＨＰ掲載文を作成し、模擬ＨＰ等に掲載した場合にカウントする。
広報活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。複数の原子力事業所を有する事業者であっ
て、本店の広報班等が行う広報活動の内容が同一の場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の
対象に含める。

【変更案】

５つ該当 ４つ該当 ３つ以下 事故対策のための情報共有と対外広報活動のための情報共有を円滑に行うために、どの程度現実的
な状況を模擬しているか評価する。
なお、②の記者等とはテレビや新聞の記者のほか、メディアトレーニングの講師なども対象とする。⑤の情
報発信ツールについては、模擬ＨＰ掲載文を作成し、模擬ＨＰ等に掲載した場合にカウントする。
広報活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。複数の原子力事業所を有する事業者であっ
て、本店の広報班等が行う広報活動の内容が同一の場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の
対象に含める。
また、複数の原子力事業所を有する事業者であって、すべての原子力事業所に共通する訓練を実施
する場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に含めることも可能とし、その場合は訓練を実
施した原子力事業所のみに評価を記載し、他の原子力事業所の評価欄には「－」、対応状況に「●●
発電所で実施」した旨を記載する。
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項 目 内容 対応（改善提案）

「ＧＥに至らない訓練」における訓練条件
の明確化

２部訓練（ＧＥ発出）としての基本項目として、
規制庁より見解が示されたため反映する。

訓練条件に15条認定会議面談の実施要否等
の条件を追記し、実効性向上を図る。

３．訓練の実効性向上に資する改善提案

〇2025年度の訓練における規制庁見解に基づき、「GEに至らない訓練」において、以下の内容を反映したい。

２部制訓練を計画するための基本項目（修正案）
１ 訓練目的

原災法第15条事象の発生に伴う、通報連絡及び15条認定会議の対応が適切に実施できることを確認する。
２ 訓練予定日時

2025年●月●日（●） ●時●分～ ●時●分
３ 訓練項目

原災法第15条事象の発生に係る通報訓練として、以下の対応を実施する。
➢ 15条に係る通報文の作成、送付及び着信確認
➢ 15条認定会議

４ 訓練体制
（発電所）

➢ 通報文の作成、送信および着信確認に係る要員
➢ コントローラ

（本 店）
➢ ERC対応要員のうち発話者
➢ 15条認定会議対応者
➢ 通報文の着信確認連絡者
➢ コントローラ

（ERC）
➢ 模擬ERC（社内訓練として実施する場合）

５ 訓練条件
➢ 複数の発電所を持つ事業者の場合、ひとつの発電所で15条認定会議の訓練を実動した場合については、同会議の訓練を
コントローラによる対応とすることができる。

➢ 訓練シナリオは１部訓練と切り離したものとする。
➢ プラント情報表示システム（ERSSまたはSPDS）は使用しない。
➢ 規制庁とのTV会議を接続し、ERCに対してプラント状況の説明等を実施。（コントローラによる対応も可とする。）
➢ ERCにおけるリエゾン活動は実施しない。
➢ 原災法第15条事象発生及びEAL判断はコントローラによる状況付与とする。
➢ 訓練は、25条通報文の送信をもって終了とする。（25条通報文の作成、送信及び着信確認まで）
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４．まとめ

➢ 2022年度からの「訓練のあり方検討」における活動を通じて、現状把握、目標
設定、訓練の実施・評価からなる継続的改善の仕組みの充実が図られていると
考えられる。

2025年度についても、この仕組みを各社の原子力防災訓練計画等に反映し、
計画どおり実施するとともに改善に係る必要な検討を行った。

また、訓練で得られた課題や良好事例を蓄積し、事業者間で共有して学び合うと
ともに、相互評価（ピアレビュー）を通じて、緊急時対応能力向上に努めた。

今後も継続的に、この仕組みを活用し、緊急時対応能力の維持・向上に努めて
いく。

➢ 中期計画について、ATENAガイドライン「緊急時対応に係る中期計画作成・運
用要領」を制定し、中期的に原子力事業者が目指す姿（中期目標）を定め、
2025年度から本運用を行うとともに、上記ガイドラインの改善として、運用によ
り得られた気づき等を反映し、改定を行った。

➢ 「訓練のあり方検討」は、事業者と規制との間で、訓練内容や評価の運用をより
良いものにするための活動として有用であると認識していることから、今後も本活
動を有意義かつ持続可能なものとしていくため継続的に意見交換を行っていく。
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事業者及び電事連HPで公表

25参考１：原子力事業者の緊急時対応能力維持・向上へ向けた取り組み
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事業者及び電事連HPで公表

26参考１：原子力事業者の緊急時対応能力維持・向上へ向けた取り組み（続き）
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東京電力福島第一原子力発電所事故から得た教訓を風化させることなく継承し、原子力事故又は原子力災害の発

生時において緊急時対応が適切に行えるよう、平時から組織的かつ継続的に緊急時対応能力の維持・向上に努めること

が必要である。

このため、原子力事業者（以下「事業者」という。）は、各要員が緊急時対応の重要性を自覚して、着実に教育訓練

等に取り組むことができるよう、緊急時対応能力の維持・向上の活動に関する基本方針を以下のとおり定める。

基本方針

原子力施設の安全確保の一義的責任は事業者が有しており、原子力施設において緊急事態が発生した場合、その

事態を収束させることも事業者がその責任を負っている。

そのために必要な緊急時対応能力は、ある水準を達成すれば大丈夫という性質のものではなく、事業者は、自己反省と

自己研鑽を繰り返し、緊急時対応能力をたゆまず向上させていくことが肝要である。

緊急時対応能力の維持・向上の活動にあたっては、事業者は法令上の要求を満足することに注力するに留まらず、以

下について実行していく。

①現 状 把 握：組織の緊急時対応能力の多面的な評価に努め、能力向上のために解決すべき優先課題を把握

②目 標 設 定：達成すべき目標を定め、目標達成のために必要な改善活動や訓練を計画・実行

③継続的改善：現状把握、目標設定、訓練および改善活動の実施と評価のサイクルを構築

ATENAガイド「緊急時対応に係る中期計画作成・運用要領」（参考）より

参考２：緊急時対応能力の維持・向上の活動に関する基本方針 27
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